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業種緩和の検討（動物園・水族館の緩和検討） 

 

１．現状 

（１）法制度（主な関連条文等） 

○ 動物愛護管理法（抜粋） 

（動物取扱業の登録）  

第 10条  動物（哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試

験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又

は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。）の取扱業（動物の販売

（その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。）、保管、貸出し、訓練、展示（動物

との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。）その他政令で定める取扱いを業

として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。）を営もうとする者は、当該業を営

もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事（地方自治法 （昭和二十二年法律第

六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市（以下「指定都市」という。）にあ

つては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において

同じ。）の登録を受けなければならない。  

 

（２）規制を受ける業種（現状の概要） 

業種 業の内容 該当する業者の例 

販売 

動物の小売及び卸売り並び

にそれらを目的とした繁殖

又は輸出入を行う業（その取

次ぎ又は代理を含む） 

○小売業者 

○卸売業者 

○販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 

○露天等における販売のための動物の飼養業者 

○飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 

保管 

保管を目的に顧客の動物を

預かる業 

○ペットホテル業者 

○美容業者（動物を預かる場合） 

○ペットのシッター 

貸出し 
愛玩、撮影、繁殖その他の目

的で動物を貸し出す業 

○ペットレンタル業者 

○映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 

訓練 
顧客の動物を預かり、訓練を

行う業 

○動物の訓練・調教業者 

○出張訓練業者 

展示 

動物を見せる業（動物とのふ

れあいの提供を含む） 

○動物園 ○水族館 ○移動動物園 ○動物サーカス 

○動物ふれあいテーマパーク 

○乗馬施設・アニマルセラピー業者（「ふれあい」を目的とす

る場合） 

   ※ 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象。 

資料３ 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%93%f1%95%53%8c%dc%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%8f%5c%8b%e3%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000
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２．主な論点 

（１）現行の動物取扱業の「展示」業から、動物園及び水族館を外す必要性はあるか。 

（２）仮に外す必要性がない場合、現行の登録制を維持することでよいか、あるいは

あらたに届出制等のカテゴリーを設けるのか。 

（３）仮に外す（緩和する）場合、どのような基準に基づき外すのか（公的施設、博

物館法、協会の会員）。 

（４）施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。 

 

３．問題点等 

（１）外すための基準の設定が困難 

   動物園水族館法等の法的規制が無い現状においては、動物取扱業の「展示」業の

枠から外すための基準の設定が困難。 

 

４．主な意見（(社)日本動物園水族館協会） 

  ・ 動物園と水族館は動物取扱業から外してもらいたい（公的な施設が多く、単

純に「業者」の範疇として取り扱われることの必然性がない、環境省域外保全

基本方針に基づくモデル事業の受託や経産省とはワシントン条約関連緊急保

護の受託契約を締結するなど、単なる業者ではあり得ない立場と協力関係にあ

る、等のため。） 

  ・ 外す場合の基準として、①国又は地方公共団体が設置した施設、②博物館法

第２条第１項に規定する博物館又は同法第 29 条に規定する博物館に相当する

施設、③協会の会員、のいずれかに該当する場合としてほしい。 

 

５．関係法令等 

（１）「博物館法」（昭和 26年法律第 285号）抜粋 

   （この法律の目的）  

第一条 この法律は、社会教育法 （昭和二十四年法律第二百七号）の精神に基き、博物館の

設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学

術及び文化の発展に寄与することを目的とする。 

  （定義） 

第２条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する

資料を収集し、保管（育成を含む。以下同じ。）し、展示して教育的配慮の下に一般公衆

の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行

い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関（社会教育法 に

よる公民館及び図書館法 （昭和二十五年法律第百十八号）による図書館を除く。）のうち、

地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の

法人（独立行政法人（独立行政法人通則法 （平成十一年法律第百三号）第二条第一項 に

規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。）を除く。）が設置するもので

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%6c%96%40%93%f1%81%5a%8e%b5&REF_NAME=%8e%d0%89%ef%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%6c%96%40%93%f1%81%5a%8e%b5&REF_NAME=%8e%d0%89%ef%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%88%ea%94%aa&REF_NAME=%90%7d%8f%91%8a%d9%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%96%40%88%ea%81%5a%8e%4f&REF_NAME=%93%c6%97%a7%8d%73%90%ad%96%40%90%6c%92%ca%91%a5%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%96%40%88%ea%81%5a%8e%4f&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000
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次章の規定による登録を受けたものをいう。 

２～３ （略） 

 

（博物館に相当する施設）  

第 29条 博物館の事業に類する事業を行う施設で、国又は独立行政法人が設置する施設にあ

つては文部科学大臣が、その他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員

会が、文部科学省令で定めるところにより、博物館に相当する施設として指定したものに

ついては、第二十七条第二項の規定を準用する。  

 

 

（２）「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則」（平成 5年 3 

月総理府令第 9号）抜粋【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「絶滅のおそれのある野生動植物の生息域外保全に関する基本方針」（平成 21年 

1月環境省）抜粋【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．その他関連資料（別添添付） 

  ○ (社)日本動物園水族館協会の作成資料（別添１） 

  ○ (社)日本動物園水族館協会の「新入会員入会審査要綱」（別添２） 

  ○ (社)日本動物園水族館協会の会員以外の動物園等の一覧（別添３） 

 

（譲渡し等の禁止の適用除外） 

第 5条 

２  法第十二条第一項第七号 の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。  

三  博物館法 （昭和二十六年法律第二百八十五号）第二条第一項 に規定する博物館又は

同法第二十九条 の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣が指定したもの

（以下この号において「博物館相当施設」という。）が、当該施設における繁殖又は展示

のために譲渡し等をする場合（譲受け又は引取りをした者が、当該譲受け又は引取りをし

た後三十日以内に、環境大臣に届け出たもの（公立博物館又は博物館相当施設が譲受け又

は引取りをする場合にあっては環境大臣に通知したもの）に限る。） 

（生息域外保全の取組の現状） 

 また、(社)日本動物園水族館協会では、種の保存委員会を組織し、繁殖計画に基づいて、各

園館の協力により、血統登録や飼育動物の移動・管理などを行って、飼育下での繁殖に成果

を挙げている。 

２．生息域外保全の実施に係る基本的な事項 

 (４)実施主体間の連携 

   環境省、(社)日本動物園水族館協会（加盟する動物園、水族館等を含む。）及び(社)日本

植物園協会（加盟する植物園を含む。）は､相互に連携協力を図り､生息域外保全を推進する。 



（別添１）

○　(社)日本動物園水族館協会の作成資料

平成22年11月現在

園館名 公私別 業者登録 博物館登録
1 札幌市円山動物園 1 1 2

2 旭川市旭山動物園 1 1 3

3 帯広市動物園 1 1 2

4 のぼりべつクマ牧場 2 1 2

5 釧路市動物園 1 1 3

6 秋田市大森山動物園 1 1 3

7 盛岡市動物公園 1 1 3

8 仙台市八木山動物公園 1 1 2

9 宇都宮動物園 2 1 3

10 那須どうぶつ王国 2 1 3

11 桐生が岡動物園(無) 1 1 3

12 群馬サファリパーク 2 1 2

13 日立市かみね動物園 1 1 2

14 大宮公園小動物園 1 2 3

15 埼玉県こども動物自然公園 1 1 3

16 東武動物公園 2 1 3

17 狭山市立智光山公園こども動物園 1 1 3
18 東京都恩賜上野動物園 1 1 2

19 東京都多摩動物公園 1 1 2

20 井の頭自然文化園 1 1 2

21 東京都立大島公園 1 1 3

22 羽村市動物公園 1 1 3

23 江戸川区自然動物園 1 1 3

24 足立区生物園 1 1 3

25 千葉市動物公園 1 1 3

26 市川市動植物園 1 1 3

27 市原ぞうの国 2 1 3

28 川崎市夢見ヶ崎動物公園 1 1 2

29 横浜市立野毛山動物園 1 2 2

30 横浜市立金沢動物園 1 1 3

31 横浜市立よこはま動物園 1 1 3

32 小田原動物園 1 1 3

33 甲府市遊亀公園附属動物園 1 1 3

34 富山市ファミリーパーク 1 1 3

35 高岡古城公園動物園 1 1 3

36 いしかわ動物園 1 1 3

37 鯖江市西山動物園 1 1 3

38 小諸市動物園 1 1 0

39 須坂市動物園 1 1 3

40 長野市茶臼山動物園 1 1 3

41 飯田市立動物園(無) 1 1※ 3

42 市立大町山岳博物館 1 1 1

43 三島市立公園楽寿園 1 1 3

44 富士自然動物公園 2 1 2

45 伊豆バイオパーク 2 1 3

46 伊豆シャボテン公園 2 1 2

47 有限会社　熱川バナナワニ園 2 1 2

48 静岡市立日本平動物園 1 1 2

49 浜松市動物園 1 1 2

50 豊橋総合動植物公園 1 1 2

51 名古屋市東山動物 1 1 2

52
財団法人日本モンキーセンター附属博物館
世界サル類動物園

3 1 1

53 豊田市鞍ケ池公園 1 1 3

社団法人日本動物園水族館協会加盟動物園



園館名 公私別 業者登録 博物館登録
54 岡崎市東公園動物園 1 1 3

55 京都市動物園 1 1 2

56 和歌山公園動物園 1 2 3

57 アドベンチャーワールド 2 1 2

58 橿原市昆虫館 1 2 1

59 みさき公園 2 1 2

60 大阪市天王寺動植物公園事務所 1 1 2
61 五月山動物園 1

62 神戸市立王子動物園 1 1 2

63 姫路市立動物園 1 1 2

64 姫路セントラルパーク 2 1 3

65
淡路ファームパーク
イングランドの丘動物園

1 1 3

66 ㈱池田動物園 2 1 2

67 林原類人猿研究センター 2 2 3

68 とくしま動物園 1 1 2

69 愛媛県立とべ動物園 1 1 2

70 わんぱーくこうちアニマルランド 1 1 2
71 高知県立のいち動物公園 1 1 2

72 広島市安佐動物公 1 1 2

73 福山市立動物園 1 1 3

74 周南市徳山動物園 1 1 2

75 秋吉台サファリランド 2 1 3

76 財団法人宇部市常盤遊園協会 3 1 3

77 到津の森公園 1 1 3

78 福岡市動植物園 1 1 2

79 大牟田市動物園 1 1 3

80 財団法人久留米市鳥類センタ 3 1 3

81 海の中道海浜公園動物の森 1 1 3

82 佐世保市亜熱帯動植物園 1 1 2

83 長崎バイオパーク 2 1 2

84 九州自然動物公園 2 1 2

85 熊本市動植物園 1 1 2

86 宮崎市フェニックス自然動物園 1 1 2

87 鹿児島市平川動物公園 1 1 2

88 沖縄こども未来ゾーン 1 1 2

89 ネオパーク・オキナワ 2 1 3

※NO40飯田動は、指定管理後登録(2009年)

1:公立：67 １.登録済み 1.博物館：　　3
2.私立：19 2.無登録 2.相当施設　39

３:その他：3 3.どちらでもない









(社)日本動物園水族館協会の会員以外の動物園等の一覧（およそ300施設）

自治体名 動物園・水族館の名称
所在する
市町村名

北海道 サホロリゾート　ベアマウンテン 新得町
（株）花畑牧場 中札内村
馬・鹿牧場 鹿追町
（有）ホッカイドウ・オーストリッチ・ファーム・クロダ 芽室町
（有）ランラン・ファーム 清水町
スギスタス・スーパーミニホースの郷　ムーミン牧場 清水町
（株）ボーヤファーム 池田町
十勝ヒルズ 幕別町
ビバ アルパカ牧場 剣淵町
大雪くま牧場 上川町
（株）ファームズ千代田
ふれあい牧場 美瑛町
市立室蘭水族館 室蘭市
（有）ハイジ牧場 長沼町
滝川どうぶつらんど 滝川市
秩父別町観光体験牧場めぇーめぇーランド 秩父別町
旭ヶ丘公園 芦別市
なかよし動物園 栗山町
山の水族館 北見市
えこりん村 恵庭市
フジモトバイアリースタッド 日高町
白井牧場 日高町
佐々木牧場 日高町
カナツ牧場 日高町
幾千世牧場 日高町
池添安雄牧場分場 日高町
外館孝一牧場 日高町
サンシャイン牧場分場 日高町
庄野牧場 日高町
沖田牧場 日高町
槇本牧場 日高町
ファニーヒルファーム 日高町
ヤナガワ牧場 日高町
モリナガファーム 日高町
ベーシカル・コーチング・スクール 日高町
日西牧場 日高町
新生ファーム 日高町
ファニーフレンズファーム原口圭二 日高町
インターナショナル牧場 日高町
ヤナガワ牧場 日高町
千葉飯田牧場 日高町
ビッグレッドファーム 新冠町
にいかっぷホロシリ乗馬クラブ 新冠町
太平洋ナショナルスタッド 新冠町
五丸農場 新冠町
小泉牧場・ヒノデファーム 新冠町
村上欽哉牧場 新冠町
服部牧場分場 新冠町
武田修一牧場 新冠町
明和牧場 新冠町
中地牧場 新冠町
奥山牧場 新冠町
スピードファーム 新冠町
新冠タガノファーム 新冠町

（本表は、動物を飼養展示し、その生理・生態等の展示・解説を行っている施設を対象に、自治体からの報
告等をもとに、環境省が独自に作表したものであり、したがって全てを網羅しているわけではない。
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武田寛治牧場 新冠町
北海道 白馬牧場 新冠町

タニグチ牧場 新冠町
杉山義行牧場 新冠町
シンユウファーム 新冠町
川上悦夫牧場 新冠町
大狩部牧場 新冠町
錦岡牧場 新冠町
小松隆弘牧場 新冠町
大典牧場 新ひだか町
畠山牧場 新ひだか町
岡田牧場 新ひだか町
レックススタッド 新ひだか町
岡田スタッド 新ひだか町
荒木克己育成牧場 新ひだか町
カタオカステーブル 新ひだか町
新和牧場 新ひだか町
Rolling Eggs Clubステーブル 新ひだか町
石川栄一牧場 新ひだか町
静内フジカワ牧場 新ひだか町
飛野牧場 新ひだか町
キヨミネ牧場 新ひだか町
タイヘイ牧場 新ひだか町
へいはた牧場 新ひだか町
キューピットファーム 新ひだか町
三石川上牧場 新ひだか町
三石橋本牧場 新ひだか町
明治牧場 新ひだか町
中橋清牧場 新ひだか町
田上稔牧場 新ひだか町
本桐牧場 新ひだか町
片山牧場 新ひだか町
うらかわ優駿ビレッジAERU 浦河町
JRA日高育成牧場 浦河町
浦河町乗馬公園 浦河町
日高スタリオンステーション 浦河町
（有）辻牧場 浦河町
三嶋牧場 浦河町
イーストスタッド 浦河町
三栄牧場 浦河町
野深スタリオンステーション 浦河町
昭和牧場 浦河町
岡崎牧場 浦河町
（有）渡辺牧場 浦河町
大成牧場 浦河町
丸幸小林牧場 浦河町
宮内牧場 浦河町
ヒダカファーム 浦河町
浦河日成牧場 浦河町
三好牧場 浦河町
バンブー牧場 浦河町
中山牧場 浦河町
ミルファーム 浦河町
日進牧場 浦河町
谷川牧場 浦河町
成隆牧場 浦河町
浦河小林牧場 浦河町
富塚元義牧場 浦河町
中島牧場 浦河町
富田恭司牧場 様似町
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様似共栄牧場 様似町
清水スタッド 様似町

北海道 出口繁夫牧場 様似町
エクセルマネジメント えりも町
㈱ｵｵｶﾐの森 Howlin'Ks Nature School 標茶町
カフェポニーテール（ミニ動物園） 鶴居村
函館公園動物施設 函館市
函館市熱帯植物園 函館市

青森県 無し
もぐらんぴあ 久慈市
岩手サファリパーク 藤沢町

宮城県 有限会社　蔵王きつね村 白石市
八幡平熊牧場 鹿角市
阿仁クマ牧場 北秋田市
河北町児童動物園 河北町
ミニ運動公園 上山市
株式会社　月山あさひ博物村 鶴岡市

福島県 東北サファリパーク 二本松市
茨城県 調査中
栃木県 那須ワールドモンキーパーク 那須町
群馬県 無し
埼玉県 宝登山小動物公園 長瀞町

浦安市交通公園 浦安市
佐倉草ぶえの丘 佐倉市
どうぶつ工房 印西市
千葉県立中央博物館大利根分館 香取市
富津市高宕山自然動物園 富津市
館山野鳥の森 館山市
オーシャンヴェールリゾート 千葉南房パラダイス 館山市
城山公園 館山市
千葉県酪農のさと 南房総市
板橋区立こども動物園・同高島平分園 板橋区
葛飾区立千葉砂原公園ふれあい広場 葛飾区
昭島市立昭和公園小動物園 昭島市
町田リス園 町田市
（社）八王子観光協会夕やけ小やけふれあいの里 八王子市
高尾山さる園・野草園 八王子市
目黒区立碑文谷公園ポニー園 目黒区
荒川遊園 荒川区
八丈植物園 八丈町
椿花ガーデン・リス村 大島町
財団法人　進化生物学研究所 世田谷区
板橋区立熱帯環境植物園 板橋区
葛飾区立水元中央公園こども広場 葛飾区
株式会社東京タワー水族館 港区
としまえん　ふれあいペットガーデン 練馬区
丸山ケズメリクガメ生態研究所 あきる野市

神奈川県 箱根園水族館 箱根町
大石小動物園 関川村
樽ヶ橋遊園 胎内市
悠久山小動物園 長岡市

富山県 無し
石川県 無し
福井県 足羽山公園遊園地 福井市

山梨県武田の杜鳥獣センター 甲府市
財団法人キープ協会　やまねミュージアム 北杜市
山梨市万力公園「万葉の森」 山梨市

長野県 松本市アルプス公園 松本市
岐阜県 奥飛騨熊牧場 高山市
静岡県 無し

岩手県

新潟県

山梨県

千葉県

東京都

秋田県

山形県
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愛知県 市民四季の森 小牧市
陶祖公園 瀬戸市
豊川市赤塚山公園 豊川市

愛知県 愛知こどもの国 幡豆町
愛知県森林公園 尾張旭市
春日井市都市緑化植物園 春日井市
野外民族博物館　リトルワールド 犬山市
雁宿公園 半田市
大池公園 東海市
南部丘陵公園小動物園 四日市市
五桂池ふるさと村 多気町
大内山動物園 大紀町
ウミガメ公園 紀宝町

滋賀県 堀井動物園 守山市
京都府 福知山市動物園 福知山市

有限会社ワールド牧場 河南町
有限会社ふれあいの里動物村 茨木市
ハヤブサ牧場 高槻市
有限会社ペットワールド 寝屋川市
ひらかたパーク 枚方市
有限会社　ビーオー 八尾市
ジェックス株式会社 東大阪市
株式会社ボブテイルシュウ 箕面市
大阪府民牧場 能勢町
ひらかたパーク　「どうぶつハグハグたうん」 枚方市
株式会社　グローバル・アイペット 寝屋川市
咲くやこの花館西南屋外　役立つ植物広場 守口市
せんちゅうパル 豊中市
大阪府立花の文化園 河内長野市
ぱぴ～　Ｔｏｙ'ｓ 岸和田市
株式会社　能勢農場　こどもどうぶつえん事業部 能勢町
有限会社ふれあいの里動物村 吹田市
ＡＭＹ　チーパー　pets 東大阪市
動物ふれあい村 赤穂市
ヨーデルの森 神河町
淡路島牧場 南あわじ市
淡路カントリーガーデン 淡路市
淡路じゃのひれドルフィンファーム 南あわじ市
向島公園動物広場 高砂市
兵庫県立コウノトリの郷公園 豊岡市
兵庫県立但馬牧場公園 新温泉町

奈良県 無し
和歌山県 無し
鳥取県 無し
島根県 松江フォーゲルパーク 松江市

（有）ナチュレ・ファーム瀬戸内　渋川動物公園 玉野市
津山市立鶴山動物公園 津山市

広島県 無し
財団法人岩国白蛇保存会（今津観覧所）・（横山観覧所） 岩国市
ふれ愛動物園 周防大島町
株式会社テクノアース 萩市
なぎさ水族館 周防大島町
日和佐うみがめ博物館カレッタ 美波町
モラスコむぎ 牟岐町
おさかなランド 吉野川市
㈱白鳥動物園 東かがわ市
銚子渓自然動物園　お猿の国 土庄町
New レオマ　アニマルパーク 丸亀市

愛媛県 無し
珍鶏センター 香美市

香川県

岡山県

山口県

兵庫県

三重県

大阪府

徳島県

高知県
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長尾鶏センター 南国市
佐賀県 無し
長崎県 させぼパールシー株式会社 佐世保市

ハウステンボス株式会社 佐世保市
長崎県 社会福祉法人　民生会　白岳学園　乗馬クラブ 佐世保市

ゆうゆうランド干拓の里 諫早市
わーくやまびこ 諫早市
唐比ふれあい牧場 諫早市
大崎自然公園　くじゃく園 川棚町
有明の森フラワー公園 島原市
株式会社水無本陣 南島原市
エコパーク論所原 南島原市
ペガサスライディングパーク 雲仙市
いこいのひろば　おおぞら 雲仙市
特定非営利活動法人　九州鳴合文化保存協会長崎支部 雲仙市
シービューランチ 平戸市
株式会社　鷹島公社 松浦市
ウエスタン乗馬クラブ　ふぁみりー牧場 五島市
ごとう乗馬クラブ 五島市
イルカパーク 壱岐市
対州馬・対馬鹿飼育施設 対馬市
対馬市目保呂ダム馬事公園 対馬市
環境省対馬野生生物保護センター 対馬市
森のウォーキング・サファリ 南関町
おとぎの国メルヘン 荒尾市
ふれあい動物園 荒尾市
株式会社　阿蘇熊牧場（カドリー・ドミニオン） 阿蘇市
松島町観光開発公社（わくわく海中水族館シードーナッツ） 上天草市
ワンダーラクテンチ 別府市
鬼山地獄 別府市
山地獄 別府市
農業生産法人　有限会社　九重牧場 九重町
くじゅう自然動物公園 九重町
町田バーネット牧場 九重町
有限会社ガンジーハウス 竹田市
ふれあい動物園 豊後高田市
わんわん花みち園 中津市

宮崎県 無し
長崎鼻パーキングガーデン 指宿市
薩摩川内市祁答院生態系資料館アクアイム 薩摩川内市
(財)奄美文化財団原野農芸博物館奄美アイランド植物園 奄美市
アグリランド　えい　ふれあい小動物園 南九州市
寺山いこいの広場 薩摩川内市
鹿屋市小動物園 鹿屋市
奄美観光ハブセンター 奄美市
村留ダチョウ牧場 志布志市
ズケラン養鶏場 うるま市
石垣やいま村 石垣市
二期リゾートカビラガーデン 石垣市
八重山鍾乳洞動植物園 石垣市
ＮＰＯ法人日本ウミガメ協議会附属黒島研究所 竹富町

大阪市 天保山アニパ（※ふれあい・展示施設）
名古屋市 無し
京都市 京都ポニーどうぶつえん（移動動物園）
横浜市 無し
神戸市 神戸花鳥園
北九州市 無し
札幌市 ノースサファリサッポロ
川崎市 無し

もーもーらんど　油山牧場

大分県

鹿児島県

沖縄県

熊本県

高知県

福岡市
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ナガチャン動物牧場
広島市 無し
仙台市 無し
千葉市 無し
さいたま市 大崎公園　子供動物園
さいたま市 見沼グリーンセンター　りすの家
静岡市 無し
堺市 無し
新潟市 無し

株式会社奥浜名湖レジャーランド　奥山高原
梅田ファーム

岡山市 無し
相模原市立相模川ふれあい科学館
市立相模原麻溝公園内ふれあい動物広場

宇都宮市 無し
富山市 無し
金沢市 無し
岐阜市 無し
姫路市 無し
熊本市 無し
鹿児島市 無し
秋田市 無し

郡山石筵ふれあい牧場
うさぎの森広場

和歌山市 無し
長崎公園
稲佐山公園

大分市 無し
豊田市 無し
福山市 無し
高知市 無し
宮崎市 無し
いわき市 無し
長野市 無し
豊橋市 無し
高松市 せとうち夢虫博物館株式会社　新屋島水族館
旭川市 無し
松山市 無し
横須賀市 無し
奈良市 無し
倉敷市 無し
川越市 無し
船橋市 無し
岡崎市 ＩＰＣわんわん動物園
高槻市 無し
東大阪市 無し
函館市 函館公園内動物施設
下関市 無し
青森市 合浦公園・小動物舎
盛岡市 無し
柏市 無し
西宮市 無し
久留米市 くるめウス
前橋市 無し
大津市 大津市放牧場
尼崎市 調査中

郡山市

長崎市

福岡市

浜松市

相模原市
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